


　共済金等（共済金、準共済金及び解約手当金をいいます。）の請求にあたっては、請求事由により添付いただく書類
が異なります。下記の手順に沿ってお手続きをお願いいたします。

※共済金等の請求に際して、偽りその他不正の行為が確認された場合には、小規模企業共済法第７条第２項第２号に基づき契約が解除になります。
また、詐欺、文書偽造等の刑事犯罪に該当すると解されるときは、捜査機関に告訴する場合もあります。

・共済金、解約手当金を請求する場合は、以下の小規模企業共済法の定めにより、共済事由が生じた日又は
解約を申し出た日の属する月までの掛金を納付する必要があります。

（掛金の納付）
第十七条　共済契約者は、共済契約が効力を生じた日の属する月から第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日又
　は共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日（同項各号に掲げる事由が生じた日又は
　共済契約の解除の日の属する月にあっては、その事由が生じた日又はその解除の日）における掛金月額により、
　毎月分の掛金を翌月末日（共済契約が効力を生じた日の属する月分の掛金にあっては、共済契約が効力を生じた
　日の属する月の翌々月末日）までに納付しなければならない。
2　毎月分の掛金は、分割して納付することができない。
3　共済契約者は、第一項の規定にかかわらず、機構の承諾を得た場合に限り、掛金を納付しないことができる。
この場合において、機構は、経済産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。　　　　　　　　　　　　　
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(6)マイナンバー（個人番号）確認書類（注８）

一括受取り

　退職所得扱い

分割受取り

　公的年金等の雑所得扱い

（受取時に、所定の額が源泉徴

収されます。）（注７）

の請求の場合は、前記(2)～(4)のほか、次の①から⑥の書類

(4)共済契約者及び配偶者のマイナンバー（個人番号）確認書類（注８）（注９）（注１０）

④共済契約者及び内縁関係者の住民票(３か月以内のもの）

⑤共済契約者と内縁関係者が別世帯となっている場合はその理由書（任意様式）

⑥事実上婚姻関係と同様の事情にあったことを証する書類※（注１２）参照

(4)請求者及び共済契約者のマイナンバー（個人番号）確認書類（注８）（注９）（注１０）

　(2)共済契約者及び請求者の住民票（３か月以内のもの）

　(3)共済契約者と請求者が別世帯となっている場合はその理由書（任意様式）

　(4)請求者が主として共済契約者の収入によって生計を維持していたことを証する書類

　　 ※（注１２） 参照

(5)マイナンバー（個人番号）確認書類（注８）

　(6)マイナンバー（個人番号）確認書類（注８）

(5)マイナンバー（個人番号）確認書類（注８）

一括受取り

　退職所得扱い

分割受取り

　公的年金等の雑所得扱い

（受取時に、所定の額が源泉徴

収されます。）（注７）

　

一括受取り

　退職所得扱い

分割受取り

　公的年金等の雑所得扱い

（受取時に、所定の額が源泉徴

収されます。）（注７）

（P9をご参照ください。）
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一括受取りのみ
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（注８）

（注８）

（注８）

（注８）

（注７）

（注７）

（注７）

（P9をご参照ください。）

(1)印鑑登録証明書（３か月以内のもの）

(2)共済契約締結証書（注４）

(3)退職所得の受給に関する申告書（注５）

(4)マイナンバー（個人番号）確認書類（注９）

※平成28年3月以前に法人成り、事業譲渡又は役員退任している場合は、それを

　 証する書類も必要になります。

※機構に届出している会社等から退職金を受領された方は、履歴事項全部証明書

（商業登記簿謄本）（3ヵ月以内のもの）を提出してください。

(1)次の①又は②のいずれかの書類

　 ①現物出資による法人成り証明願（機構様式小667）

　 ②以下のすべての書類

　 ・税務署に提出した個人事業の開廃業等届出書の写し（税務署の受付印のある

　　 ものであって、廃業年月日の明らかなもの）又は事業の許認可を行う官公署の

　　長もしくは知事等に対する事業廃止の届出書もしくは承認書の写し（届出書は

　　官公署等により受理されたものに限る。）（注３）

　 ・設立した会社の商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書（３か月以内のもの）

　 ・設立した会社の定款の写し

　 ・従業員数証明願（機構様式小668）

(2)印鑑登録証明書（３か月以内のもの）

(3)共済契約締結証書（注４）

(4)退職所得の受給に関する申告書（注５）

(5)マイナンバー（個人番号）確認書類（注８）



共済契約者が20歳未満で婚姻した場合は、その婚姻時点から死亡までの状況が確認できる戸籍（除籍）謄本が必要となります。転籍・改製等が
ある場合は、その前の戸籍謄本も必要となります。また、先順位の受給権者がいないことが確定できる戸籍謄本（例えば孫・兄弟姉妹が受給権者
の場合は子や父母の成人してから死亡までの状況が確認できる戸籍（除籍）謄本）や、同順位の受給権者に姓名変更がある場合はそれが確認で
きる戸籍謄本も必要です。また、戸籍謄本に代えて、法定相続情報一覧図をご提出いただくことも可能です。その場合、必要に応じて追加書類を
求めることがあります。ご不明な点はお問い合わせください。

※1：個人番号カードは、両面をコピーしていただくことにより、本人確認書類は不要となります。
※2：本人確認書類は、氏名、生年月日、住所が正しく記載されているものをご提出ください。住所などが書類間で異なっている場合、再度、正しい　　　
　　　書類を提出していただくことがあります。なお、有効期限内のものをご提出ください。
※3：請求添付書類として印鑑登録証明書、戸籍謄本、他からの退職所得の源泉徴収票のいずれかを提出する場合は、本人確認書類を兼ねるこ
　　　とができますので、不足分のみご提出ください。

マイナンバー（個人番号）確認書類は、同封の「マイナンバー確認書類専用袋」に次の（１）番号確認書類と（２）本人確認書類、及び退職所得
の受給に関する申告書（提出が必要な方のみ）を入れ、必ず封を閉じたうえで共済金等請求書と一緒にご提出ください。

（1）番号確認書類 （2）本人確認書類（※2）

次のいずれかの書類

①個人番号カードの写し（個人番号が

　 記載された面）（※1）

②通知カードの写し

③住民票の写し又は住民票記載事項

　 証明書（氏名、生年月日、性別及び

　 個人番号が記載されたものに限り

　 ます。）

１）次のいずれかの書類

①個人番号カードの写し（顔写真がある面）

②運転免許証の写し

③運転経歴証明書の写し

④旅券の写し

⑤身体障害者手帳の写し

⑥精神障害者保健福祉手帳の写し

⑦療育手帳の写し

⑧在留カードの写し

⑨特別永住者証明書の写し

⑩上記のほか官公署又は法人が発行した顔写真

　 付きの身分証明書、社員証又は資格証明書の写

　  し（本人の氏名と生年月日・住所のどちらかが記

　　載されたものに限ります。）

２）１）の書類が提出できない場合は、
　　次の書類から２つの書類（※3）

①国民健康保険の被保険者証の写し

②健康保険の被保険者証の写し

③船員保険の被保険者証の写し

④後期高齢者医療の被保険者証の写し

⑤介護保険の被保険者証の写し

⑥国民年金手帳の写し

⑦児童扶養手当証書の写し

⑧特別児童扶養手当証書の写し

⑨上記のほか官公署又は法人が発行した顔写真な 

　 しの身分証明書、社員証又は資格証明書の写し

　　（ 本人の氏名と生年月日・住所のどちらかが記載

　  されたものに限ります。）

（注１１）  事業主が複数の事業を営んでいる場合は、そのすべての事業を廃止したことが条件となります。

（注５） 同封の「マイナンバー確認書類専用袋」に封入のうえ、ご提出ください。

（注９) （注８)

(1)「国税電子申告・納税システム（e-Tax）」を利用して個人事業の開廃業等届出書を提出した場合には、当該開廃業等届出書に加え、届け出が
  　正しく受理されたことがわかる 「メール詳細」をご提出ください。

（注１０）  共済金等の額が１００万円以下のときは提出不要です。ただし、税法上の取扱いが退職所得扱いとなる場合は必要です。

（注１） 複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件となります。
　　　　 また、 次の理由により事業を廃止した場合は、それぞれ該当する事由で請求してください。

健康保険の被扶養者になっている場合 健康保険被保険者証の写し

給付金の決定通知書の写し
共済契約者に係る公的な遺族給付が
支給されている場合

葬儀の通知文書、会葬礼状（喪主として記載があるもの）

郵便物（共済契約者と同一住所に送付されているものや共済契約者と請求者
が連名で送付されているもの）、名刺等（通称として同じ姓を名乗っていること
がわかるもの）

その他事実上婚姻関係と同様の事情にあったことを証する書類（生命保険の
保険証券等）

健康保険の被扶養者になっている場合 健康保険被保険者証の写し

税務上の扶養親族等になっている場合

給付金の決定通知書の写し

預金通帳等の写し定期的に送金がある場合

確定申告書（税務署の受付印のあるも
の）、扶養届、源泉徴収票、課税台帳等
の写し

その他請求者の生計が共済契約者の収入によって維持されていたことを証する
書類

共済契約者に係る公的な遺族給付が
支給されている場合

【主として共済契約者の収入によって生計を維持していたことを証する書類】

次に掲げる書類

※）上記書類のほか、必要に応じて、別途機構が定める書類及び戸籍謄本、ご遺族の同意書等を提出していただきます。

（注１２）  【事実上婚姻関係と同様の事情にあったことを証する書類】

　　　　　  次に掲げる書類



および

　共済契約者が死亡したことにより支給される共済金を請求できる者の範囲および順位は、次表に掲げる最も上位の者となります。
この受給者の範囲および順位は、民法上の相続の一般原則とは異なり、小規模企業共済法に規定されています。
　共済金は相続の対象になりませんが、みなし相続財産として相続税の申告が必要です。
　受給権者が存在しない場合は、共済金が支給されないこととなります。



（＊）

（＊）

（＊）

（＊）所得税法上、本制度の契約成立日から共済事由等の発生日までの期間が勤続期間とされ、退職所得控除の対象期間となります。

10号

［未返済の貸付金又は未納掛金
等がある場合］
共済金から控除される未返済の
貸付金・未納掛金は一括受取り
共済金扱いとなります。





（令和2年4月）

・印鑑登録証明書と共済契約締結証書を必ず添付してください。
    （任意解約、掛金滞納による解約の場合は、いずれか一方が必要です。）
・別紙の「退職所得申告書」も必要事項をご記入のうえ提出してください。

金融機関の窓口で確認印

を受けてください

　「小規模企業共済契約に係る共済金等の請求手続き要領」記載の「個人情報の利用目的について」の内容に同意のうえ、下記⑯欄におい

て指定した事由により、小規模企業共済契約に基づく共済金、準共済金又は解約手当金（以下「共済金等」といいます。）の請求をいたします。

この請求に係る共済契約者の前納掛金等、共済金等以外に支払うべきものがある場合には併せてお支払いください。下記⑭欄において、分

割受取り又は一括・分割併用受取りを指定した場合でも、その対象とならないときには、共済金等は一括でお支払いください。また、本件

について私以外の者が権利を主張した場合、または異議等の申出をした場合には、私が一切の責任を負い、貴機構にはいささかもご迷惑を

おかけいたしません。

捨印

 2　 4   10

元　 5    1

令和

3. 昭和
4. 平成
5. 令和

5. 令和

の窓口

⑭

右面
右面

右面



（令和2年4月）

・印鑑登録証明書と共済契約締結証書を必ず添付してください。
    （任意解約、掛金滞納による解約の場合は、いずれか一方が必要です。）
・別紙の「退職所得申告書」も必要事項をご記入のうえ提出してください。

　「小規模企業共済契約に係る共済金等の請求手続き要領」記載の「個人情報の利用目的について」の内容に同意のうえ、下記⑯欄におい

て指定した事由により、小規模企業共済契約に基づく共済金、準共済金又は解約手当金（以下「共済金等」といいます。）の請求をいたします。

この請求に係る共済契約者の前納掛金等、共済金等以外に支払うべきものがある場合には併せてお支払いください。下記⑭欄において、分

割受取り又は一括・分割併用受取りを指定した場合でも、その対象とならないときには、共済金等は一括でお支払いください。また、本件

について私以外の者が権利を主張した場合、または異議等の申出をした場合には、私が一切の責任を負い、貴機構にはいささかもご迷惑を

おかけいたしません。
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